
 

和泉市スポーツ施設情報システム（オーパス） 

 

1． 利用者登録方法 

（１）利用者登録のできる方 

  ①満 18 歳以上の者 

  ②親権者の同意がある満 15 歳～満 17 歳の者 

 

（２）登録の種類 

 登録には、団体登録、個人登録及び市内登録、市外登録があります。 

① 団体登録･･･テニスコート以外の抽選及び空き申込が可能 

② 個人登録･･･テニスコートの抽選及び空き申込が可能 

※光明池球技場、光明池緑地運動場、関西トランスウェイスポーツスタジアム 

③市内登録･･･和泉市に在住、在勤、在学している者。団体登録にあっては 

       構成員の 3 分の 2 以上が在住、在勤、在学であること。 

④市外登録･･･利用料金が 2 倍になります。 

 

（４）登録申請受付場所 

  次の施設で、開館日の会館時間に随時受付いたします。 

  

施 設 名 開館時間 住 所 電話番号 

① コミュニティ体育館 9：00～21：00 光明台一丁目 44-8 0725-57-0100 

② 市民体育館 9：00～21：00 府中町四丁目 20-3 0725-45-0525 

③ 光明池球技場 9：00～17：00 室堂町 1066 0725-55-3130 

④ 光明池緑地運動場 9：00～17：00 光明台三丁目 36-1 0725-56-2400 

⑤ 関西トランスウェイスポー

ツスタジアム 
9：00～21：00 下宮町 160 0725-58-7061 

⑥ くすのき公園テニスコート 9：00～17：00 はつが野五丁目 1 0725-50-6262 

※もっぱら利用する施設にて行ってください。 

※各施設とも年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は休業日です。 

① 、②は毎月第二水曜日が休館日です。（①は 12 月、②は 2 月 3 月を除く） 

③は 4 月～11 月の期間は 21 時まで開館しています。 

④、⑤は 4 月～9 月の期間は 18 時まで開館しています。 

 

 



 

（５）利用できる金融機関 

  次の金融機関の本支店から、口座振替の預金口座をご指定ください。 

 ①池田泉州銀行 

 ②三井住友銀行 

 ③いずみの農業協同組合 

  ※登録者と口座名義人は同一氏名であること 

 

（６）登録期間 

 登録日の翌月 1 日から 2 年間。ただし、登録有効期限の 3 ヶ月前から登録更

新手続きが可能。登録有効期限が 6 ヶ月を経過しますと登録が抹消されます。 

 ※更新手続きには和泉市に在住、在院、在学していることを証明できるもの

が必要です。 


